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温泉部会の決議事項報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

大阪府環境審議会温泉部会報告書 

 

 

 

 

大阪府環境審議会温泉部会長 

                                             

 

 

平成１９年７月１８日に開催された大阪府環境審議会以降、別紙のとおり平成１９年 

 

８月２２日に温泉部会を開催し、知事から諮問のあった温泉法第２８条に定める事項に 

 

ついて審議を行い、同日付けで大阪府環境審議会会長から知事あてに答申を行ったので、 

 

「大阪府環境審議会温泉部会運営要領」第３条第６項の規定に基づき報告する。 

 

 なお、「大阪府環境審議会条例」第６条第７項及び「大阪府環境審議会温泉部会運営 

 

要領」第３条第５項の規定に基づき、温泉部会の決議を大阪府環境審議会の決議とした。 

 

  



（別 紙） 

 

平成１９年度第１回大阪府環境審議会温泉部会 

 （平成１９年８月２２日 場所：プリムローズ大阪） 

 

 申請地 申請者 答申内容 

高槻市萩之庄三丁目 

９７番２ 

有限会社 

ﾍﾞﾙｳｯﾄﾞﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ 

本申請については、１００ｍ以浅にストレーナー

を設置しないことを条件に許可することに支障

ないものと認める。 

茨木都市計画事業及び 

箕面都市計画事業国際 

文化公園都市特定土地 

区画整理事業 

Ｅ１８－１街区 

１１画地 

株式会社 

ミキシング 

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

豊中市勝部 

一丁目９０番１５ 

株式会社 

 エヌケイジャパン

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

吹田市山田西 

三丁目１０番 

大和システム 

株式会社 

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

大阪市都島区善源寺町 

二丁目２１番１ 

東レ建設株式会社 本申請については、５００ｍ以浅にストレーナー

を設置しないことを条件に許可することに支障

ないものと認める。 

八尾市光町一丁目 

３２番２ 

株式会社 岩商 本申請については、１００ｍ以浅にストレーナー

を設置しないことを条件に許可することに支障

ないものと認める。 

松原市丹南六丁目 

５１０番 

株式会社 

 ﾗ ｲ ﾌ ｲ ﾉ ﾍ ﾞ ｰ ｼ ｮ ﾝ 

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

堺市南区小代 

２６１番６ 

有限会社 

 グローバルつかさ 

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

大阪狭山市東野西 

二丁目８３８番 

株式会社 天 空 本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

大阪狭山市岩室一丁目 

３４７番１ 

太平地所株式会社 

  

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

大阪狭山市山本中 

１３７５番 

藤原 直幸 本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

 

 

 

 

 

温 

 

 

 

 

泉 

 

 

 

 

掘 

 

 

 

 

削 

 

 

泉佐野市りんくう往来 

南３番２０ 

株式会社 

 ワンディ・スパ 

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 



貝塚市木積３００６番 

 

株式会社 

 スリーエー 

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

 

 

大阪市生野区勝山南 

四丁目６１番１ 

社会福祉法人 

慶 生 会 

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

動 

力 

装 

置 

東大阪市高井田本通 

五丁目１８番 

株式会社 

 山本進重郎商店 

本申請については、許可することに支障ないもの

と認める。 

 

計１５件 


